
※１　（運営形態による分類）： 時間貸し駐車場･･･不特定多数を対象に利用時間に応じた料金を徴収するもの

月極駐車場･･･････特定の者を対象に、契約行為に基づき利用料金を徴収するもの

専用駐車場･･･････利用者を限定し、利用料金は徴収しないもの（利用者の限定程度により一般公共性の有無が判断される）

※２　：専用駐車場は基本的に利用者を限定したものであるが、当該目的以外の駐車を実質的に排除していない場合は、一般公共性を有する駐車場と判断される

※３　「届出不要」：駐車場法の届出、まちなか駐車場の届出

R8.4.1～

・居住者自己敷地(隣接地も含む)内に設置する自家用車駐車場
・駐車ますの総面積が50㎡未満

駐車場の新設

届出不要 ※3

建築確認申請等の必要な行為

区域内区域外
まちなか駐車場区域

Ｙｅｓ

Ｎｏ

時間貸し駐車場

以上 未満駐車ますの総面積
５００㎡

駐車場法の構造的基準の適合

(駐車場法11条)

駐車場法の届出
(駐車場法12条)

まちなか駐車場設置基準の適合
(駐車場適正配置条例８条)

月極駐車場

まちなか駐車場設置基準の適合
(駐車場適正配置条例８条)

まちなか駐車場の届出
(駐車場適正配置条例９条)

専用駐車場

一般公共性を有する
Ｎｏ

以上未満
駐車ますの総面積

Ｙｅｓ

駐車場法の構造的基準の適合

(駐車場法11条)

まちなか駐車場設置基準の適合
(駐車場適正配置条例８条)

まちなか駐車場の届出
(駐車場適正配置条例９条)

時間貸し駐車場

以上 未満
駐車ますの総面積

駐車場法の構造的基準の適合

(駐車場法11条)

駐車場法の届出
(駐車場法12条)

届出不要 ※3

月極駐車場専用駐車場

一般公共性を有する
駐車場か？

Ｙｅ
Ｎｏ

届出は不要だが、駐車場法の

構造的基準(駐車場法11条)の

適合が必要

届出不要 ※3

駐車場設置に必要な手続き判別フロー

※１

※

※２

※２

【建築計画を有する】
駐車場整備地区内又は商業地域又は近隣商業地域において、特
定部分（駐車場法（以下「法」という。）第２０条第１項に規
定する特定部分）の床面積と共同住宅及び非特定部分（特定部
分以外の部分）の床面積に２分の１を乗じて得たものとの合計

附置義務緩和を受ける

Ｙｅｓ

附置義務緩和承認の申請
駐車施設附置の届出

附置義務緩和のための協定締

まちなか駐車場区域

Ｎ

区域内

Ｙｅｓ

区域外

Ｎｏ

・居住者自己敷地(隣接地も含む)
内に設置する自家用車駐車場

・駐車ますの総面積が50㎡未満

Ｙｅｓ

Ｎｏ

駐車施設附置の届出


